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小豆地区資源再生物中継及び売払い業務委託に係るプロポーザル企画提案書作成要領 

 

１ 目的 

この要領は、小豆地区の資源再生物中継及び売払い業務の委託業者をプロポーザル方式に

より選定するにあたり、本業務受託希望者（プロポーザル参加事業者）から、小豆地区広域

行政事務組合（以下「組合」という。）に提出させる企画提案書（以下「提案書」という。）

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 提案書の作成及び提出方法 

（１）作成方法 

別紙企画提案書に記載すべき事項の各項目について提案書を作成し提出するものと

する。提案書は様式例を用いる、若しくは任意の様式でも構わないが、各項目について

１枚以上作成することとする。提案書はいずれも簡潔、明瞭な表現とし、本業務や組合

が求める事項と直接関係ないものについては記載しないこととする。 

提案は実行可能なものとし、提案を採用し業務委託を行った場合は、当提案を実行す

ること。 

提出した参考見積価格内での提案とすること。 

（２）提出方法 

紙媒体で６の事務担当に持参すること。郵便若しくは信書便又は電送によるものは受

け付けない。 

また、提出期限までに提案書を提出しなかった場合は、失格とする。 

（３）提出部数 

１１部（正１部、副１０部） 

（４）提出期限 

令和６年３月１９日（火）１７時まで 

 

３ 質問書の受付及び回答 

（１）質問書の提出 

提案書の作成に関して疑義が生じた場合は、質問書（様式１）により、質問すること

ができる。ただし、本業務以外の質問については受け付けないものとする。 

（２）提出方法 

６の事務担当に持参又は電子メールにより提出すること。なお、電子メールで提出し

た場合は、電話で受領確認を行うこと。また、持参する場合は電子データも提出するこ

と。 

この方法以外で提出された質問には回答しないものとする。 

（３）提出期限 

令和６年３月４日（月）１７時まで（必着） 

（４）質問に対する回答 

構成町のホームページに掲載する。 
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（５）回答日 

令和６年３月８日（金） 

 

４ 提案書と併せて提出する書類 

公告６（２）イに示す書類 

 

５ その他 

（１）企画提案書は、仕様書を参考に本要領により作成すること。 

（２）提出書類の作成のために組合から受領した資料等は、組合の承諾なく公表し、又は使

用してはならない。 

（３）提出書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的に使用しない。 

（４）提出書類は、返却しない。 

（５）提出書類について、小豆地区広域行政事務組合情報公開・行政不服審査会条例（平成

２９年条例第２号）の規定に基づき、その内容の全部又は一部を公開する場合がある。 

（６）提案書の提出後は、原則として提案書に記載された内容の変更は認めない。様式６に

記載する統括責任者について、病休、死亡、退職等の極めて特別な理由により変更を

行う場合には、組合の了解を得なければならない。 

（７）参加表明書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、一般競争入札停止及び指名停止

等の措置を行うことがある。 

 

６ 事務担当 

（１）担当部署 

小豆地区広域行政事務組合 

住所 ： 〒７６１－４１２１ 小豆郡土庄町渕崎甲２１５５番地１ 

電話 ： ０８７９－６２－６５６５ 

ＦＡＸ： ０８７９－６２－０６０３ 

電子メール： shozu@crest.ocn.ne.jp 
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企画提案書に記載すべき事項 

（１）業務の運営体制 ①中継センターから資源再生物を搬出するまでの保管・管理 

②搬出時の交通安全、飛散等防止対策 

③人員配置（正規職員、実務経験者、予備人員等） 

④社員教育・研修 

⑤労務管理 

（２）業務管理 ①資源再生物を高値で売払うための方法 

②資源再生物の収集量を増やすための自社独自の方法 

③資源再生物の収集量を増やすための住民への啓発・排出指導

の方法 

④資源再生物を売払いした後、同資源が活用され製品として生

まれ変わり資源循環されることについて、住民へ周知する方

法 

（３）危機管理 

 

①緊急時の連絡体制 

②交通事故時の対応 

③地震・風水害等の災害時の対応 

④社員の急な欠勤時の対応 

⑤車両トラブル時の対応 

（４）コンプライアンス ①コンプライアンスに対する考え方 

（５）住民への対応等 ①資源再生物持込み時の対応 

②車両運転時の対応 

③クレーム時の対応 

（６）行政等への対応 ①土庄町及び小豆島町一般廃棄物処理計画に対する協力、連携 

②小豆郡内のごみ削減に向けた提案、取り組み 

③環境に対する取り組み 

④地域貢献・社会貢献活動 

（７）新規提案 ①組合が現在行っている当該業務を更に効率化する提案や住民

サービスの向上等についての提案 

 


